
（別紙） 

 

詳細仕様書 

 

品  名  量水器40ミリ（バーター方式） 

 

型  式  たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス40ミリ（直読式） 

 

計量特性  定格最大流量  （Ｑ3）＝１６㎥/ｈ 

計量範囲    （Ｒ＝Ｑ3/Ｑ1）＝１００ 

 

寸  法  全長  ２４５ミリ 

 

数  量  ５個 

 

注意事項  バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するも

のとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとす

る。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者

に引き渡す。 

 

      量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認

を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講

ずること。 

 

      使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものと

する。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 

 

そ の 他  量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 

（【例】阪ＡＢ０６－８４０１） 

 

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号JWMM00-A06（日塗工色番

号 A92-40V）) とすること。 

 

蓋の裏に有効期限シールを貼付 

 

平成２３年度以降の新ＪＩＳ規格対応メーターであること。 

 

個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要枚数を袋

詰めすること。 

 

ケースは無塗装（但し、酸化防止処理を施すこと） 

 

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。 

 

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。 

 



（別紙） 

 

詳細仕様書 

 

品  名  量水器50ミリ（バーター方式） 

 

型  式  統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス50ミリフランジ（遠隔 

・電子式） 

 

計量特性  定格最大流量  （Ｑ3）＝４０㎥/ｈ 

計量範囲    （Ｒ＝Ｑ3/Ｑ1）＝１００ 

 

構  成  量水器本体、伸縮補足管（ストレーナー付）、ジョイント 

 

寸  法  標準取付寸法 ５６０ミリ（量水器本体寸法 ２４５ミリ） 

       

数  量  ２個 

 

注意事項  バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するも

のとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとす

る。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者

に引き渡す。 

      量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認

を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講

ずること。 

      使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものと

する。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 

 

そ の 他  量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレス

ボルトナット等は必要数付属すること。 

 

受信機及びコード（１５ｍ）を付属すること。 

 

ケースは無塗装（但し、酸化防止処理を施すこと） 

 

量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 

（【例】阪ＡＢ０６－８５０１） 

 

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号JWMM00-A06（日塗工色番

号 A92-40V）) とすること。 

蓋の裏に有効期限シールを貼付 

 

平成２３年度以降の新ＪＩＳ規格対応メーターであること。 

 

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。 

納入時には貴社指定の納品書を提出すること 



（別紙） 

 

詳細仕様書 

 

品  名  量水器150ミリ（バーター方式） 

 

型  式  電磁式量水器φ150㎜（遠隔・電磁式） 

 

計量特性  定格最大流量  （Ｑ3）＝４００㎥/ｈ 

計量範囲    （Ｒ＝Ｑ3/Ｑ1）＝１６０以上 

 

構  成  量水器本体、伸縮補足管（ストレーナー付）、補足管、ジョイント 

 

寸  法  標準取付寸法 １,０００mm（量水器本体寸法 ２２９mm（パッキン厚みを含

まない）） 

数  量  １個 

 

注意事項  バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するも

のとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとす

る。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者

に引き渡す。 

      量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認

を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講

ずること。 

      使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものと

する。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 

 

そ の 他  量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレス

ボルトナット等は必要数付属すること。 

 

受信機及びコード（１５ｍ）を付属すること。 

 

量水器番号は、蓋に指定する番号を刻印すること。 

（【例】阪ＡＢ０７－８１５１） 

 

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号JWMM00-A06（日塗工色番

号 A92-40V）) とすること。 

蓋の裏に有効期限シールを貼付 

 

平成２３年度以降の新ＪＩＳ規格対応メーターであること。 

 

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。 

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。 


